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新型コロナウイルス感染拡大防止に係る時差登校の実施について 

（南キャンパス） 

 

 

平素は本校の教育活動に御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。  

さて、現在、６月１日(月)からの学校再開に向けて、登校日を設けて段階的に教育活動を実施して

いるところで、今後も感染予防を可能な限り実施した上で教育活動等を進めて参ります。 

つきましては、文部科学省のガイドライン等を踏まえ、下記のとおり時差登校を実施いたしま

す。何とぞ御理解、御協力を賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 時差登校実施日期間      令和２年６月１日（月）～ ６月 12 日（金） 

               （今後の感染状況等によっては変更されることがあります） 

 

２ 期間中の校時について     第１限    ９：４０～１０：２５ 

                 第２限   １０：３５～１１：２０ 

                 第３限    １１：３０～１２：１５ 

昼休み・ＳＨＲ・清掃 

                             第４限   １３：２５～１４：１０ 

                 第５限   １４：２０～１５：０５ 

                 第６限   １５：１５～１６：００ 

 

３ 留 意 点  

（１） 朝の通勤ラッシュを避けるための時差登校となりますので、御留意ください。 

（２） 6 月 1 日(月)～6 月 5 日(金)については、第 6 限は実施しません。 

（３） 部活動等放課後の活動については配慮（条件付）の上、6 月 8 日(月)以降から実施

します。 

（４） 発熱など風邪症状があるときは登校を控えていただき、必ず学校に御連絡ください。 

（５） 登校後、発熱や風邪等の症状がある場合は早退を指示することがあります。その場

合、感染拡大防止の観点からも公共交通機関を利用する生徒については原則保護者

の迎えをお願いします。 

（６） 引き続き、マスク着用、手洗い、咳エチケットなど、基本的な感染防止対策を行っ

てください。また、登校前の検温など、健康観察に努めてください。 

 

４ その他  

   この度の臨時休業による学習の遅れを取り戻すため、１学期終業式を７月 31 日（金）、2 学

期始業式を８月 20 日（木）として、夏期休業期間を短縮する予定です。今後の行事計画の詳

細は、UD つうしん及び、学校ホームページにてお知らせいたします。 

 


